
東京都板橋区住居契約更新料給付金事業実施要綱 

 

令和３年３月１２日区長決定 

   

（目的） 

第１条 この要綱は、失業又は新型コロナウィルスの影響で所得の大幅な減少により、

生活困窮者自立支援法（平成２５年法律第１０５号。以下「法」という。）第３条第

３項に規定する生活困窮者住居確保給付金（以下「住居確保給付金」という。）の支

給対象となった者が当該住居確保給付金の対象である賃貸住宅の賃貸借契約に係る

更新をするに当たり、その更新料の支払いが困難である場合に、板橋区（以下「区」

という。）が当該支払が困難である者に対し、住居契約更新料給付金（以下「更新料

給付金」という。）を支給することにより、当該者の自立の促進を図ることを目的と

する。 

（対象者） 

第２条 更新料給付金を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、法第６

条の規定により令和３年４月１日から令和４年３月 31 日までの間に給付される住居

確保給付金の支給の申請をした者であり、かつ、現在居住している賃貸住宅の賃貸借

契約の期間満了日の翌日（以下「契約更新日」という。）が同期間に属する場合であ

って、当該賃貸借契約の更新を行い、継続して板橋区内に居住する者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、更新料給付金の給付を受けようとする者及びそ

の者と同一の世帯に属する者（以下「申請者等」という。）のいずれかが住居確保給

付金のほか、国又は東京都その他の地方公共団体が定める規程等により、賃貸住宅の

賃貸借契約に係る更新料について補助を受けている場合は、当該者を対象者としない

ことができる。 

（支給額等） 

第３条 更新料給付金の支給額は、予算の範囲内で、生活困窮者自立支援法施行規則（平

成２７年厚生労働省令第１６号）第１１条の規定により支給される住居確保給付金の

月額または更新料のいずれか少ない金額を限度として、申請者等１世帯につき１回限

り給付するものとする。 

（申請方法） 

第４条 更新料給付金の支給を受けようとする申請者等は、区長に対し、契約更新日

の属する月の前月の末日までに、次の各号に掲げる書類を提出しなければならな

い。ただし、やむを得ない事由があると認める場合はこの限りではない。 

⑴ 住居契約更新料給付金申請書兼確認書（別記第１号様式） 

⑵ 住居契約更新に関する状況通知書（別記第２号様式） 

⑶ 住居確保給付金支給決定通知書 



⑷ その他区長が必要と認めるもの 

（支給決定） 

第５条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請者等が対象者の要件を満

たしているかどうかを確認し、更新料給付金を支給することを適当と認めたときは住

居契約更新料給付金支給決定通知書（別記第３号様式）により、更新料給付金を支給

することが適当でないと認めたときは住居契約更新料給付金不支給決定通知書（別記

第４号様式）により、申請者等に通知するものとする。 

（支給方法） 

第６条 区長は、前条の規定により更新料給付金を支給することを適当と認めたとき

は、更新料給付金の支給の決定を受けた者（以下「支給決定者」という。）が指定す

る銀行口座に更新料給付金を振り込むものとする。ただし、やむを得ないと区長が認

める場合は、別の方法により更新料給付金を給付することができる。 

（支給取消） 

第７条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、更新料給付金の

支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に交付した

更新料給付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴  住居確保給付金の不支給が決定し、又は支給中止が決定し、又は取り消された
とき。 

⑵ 偽りその他不正な手段により更新料給付金の支給の決定を受けたとき。 

⑶ この要綱の規定に違反したとき。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、更新料給付金の支給に必要な事項については、

東京都板橋区補助金交付規則（昭和４２年板橋区規則第３号）の定めるところによる。        

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項が発生した

場合は、福祉部長が別に定める。 

付 則 

この一部改正は、令和３年６月９日から施行し、令和３年４月１日より適用する。 

付 則 

この一部改正は、令和３年８月２０日から施行し、令和３年４月１日より適用する。 


